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事業期間中の強震観測施設への配慮 

 

 

施設は、機器の更新や施設自体のフェンスの更新等をおこないますので施設への出入りや工事等が容易

に行えるように八方塞りにならないよう配慮くださいますようお願いします。 

 

また、震度計を設置するには震度計設置環境基準というものがあります。 

以下は、震度計設置環境基準を簡単にした内容となりますが、併せて地震計周辺の環境維持にご協力を

お願いします。 

 

◆建物が建設されると想定した場合 

・電柱や樹木（大きくなった時を想定）が地震計から高さ以上離れている 

・地下タンクなどが近くにない 

・造成されるときに地震計との高さに大きく差が生じない 

・免震構造の場合、ピットの高さの３倍以上地震計との距離を離れている 

 ※建物は震度計設置環境基準上、問題ありません。 

 

 

◆駐車場とし舗装されると想定した場合 

・造成されるときに地震計との高さに大きく差が生じない 

・周辺が盛られることにより施設内に雨水が流れ込まない 
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